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平成３０年度 事業計画 

 

１ 基本方針 

近年の人口減少、少子高齢化社会の進行や経済情勢・雇用環境の厳しさ、家族形態の変 

化等は、社会的孤立、経済困窮、権利侵害といった様々な問題を引き起こしており、生活困 

窮の状態に至るリスクの高い人々への支援は急務な課題となっています。 

 そうした中、平成２９年度には、改正社会福祉法が本格施行され、社会福祉協議会は、高 

い公益性が求められる社会福祉法人として組織のガバナンス強化や透明性の向上、地域福祉 

を推進する「協議体」としての公益的な取り組み等が期待され、これまで地域（住民）に寄 

り添った福祉活動を行ってきた社会福祉協議会の原点に立ち返り、社会福祉協議会とは何な 

のか、社会福祉協議会でなくては果たせない役割は何なのか等を今一度考え、これまで以上 

に住民にとってなくてはならない社会福祉協議会となる必要があり、個別支援・地域（自治 

会）支援と併せて、福祉のけん引役として地域の他の社会福祉法人とも協働していかなけれ 

ばならないと考えます。 

 また、住民の最も身近なところで支援を必要している方々の相談にのり、見守りを行う保 

健福祉会や民生児童委員などの活動は、地域による支え合いの根幹をなし、その活動資源の 

確保は不可欠であり、継続的な福祉活動を展開していくためには、福祉従事者やボランティ 

アなど福祉を担う人材の育成・確保をおこなっていかなければなりません。 

 国においては『我が事・丸ごと』をスローガンに地域共生社会の実現に向けた政策が進め 

られており、公的サービスでは対応しきれない課題を抱えた人々に対し、包括的かつ横断的 

な支援の実現が各地域で求められており、これらの支援を必要としている方々に対し、必要 

な福祉サービスを適切かつ迅速に繋げていくため、社会福祉関係者をはじめとする福祉関係 

者が連携し、事業を展開しているところです。 

本年度は、第３次地域福祉活動計画に基づき、社会福祉法人制度改革に対応した、これか

らの社会福祉協議会の役割や在り方を見据え、各種活動を展開していくこととします。 

さらに、益々厳しくなる財政状況等も踏まえながら、これまで以上に行政や各関係機関・

団体・福祉施設等との連携・協働を図るとともに、町民から信頼され、支援されるよう役職

員が一丸となった活動を展開していきます。 

 

２ 重点目標 

 「一人ひとりが輝き、安心と共感を生む福祉のまちづくり」 

 －公私協働による福祉コミュニティづくりー 

（１） みんなで支えあう地域づくり 

（２） 福祉の心育む 

（３） 安心して利用できる福祉サービス 

（４） 見える社協づくり 

 



３ 実施事務・事業 

【総務福祉課】                            

 

法人経営の基本事項である①法人の透明性、②説明責任、③法令遵守、④職業倫理、 

⑤危機管理⑥公益活動を徹底し、経営及びサービスの向上を目指します。 

（１）法人の経営 

①理事会（年４回）･評議員会（年４回）･監査会（年２回）の開催 

②内部金庫監査（年１回） 

③正副会長会の開催(随時) 

④部会の開催（必要に応じて随時） 

  ⑤定款及び諸規程の整備 

＊定款の一部改正及び諸規程の制定と改正 

  ⑥法人登記及び現況報告 

＊定款変更及び資産総額変更登記 

＊法人現況報告（HP 掲載） 

  ⑦職員業務経営会議（毎月２回） 

⑧法令遵守、危機管理体制の徹底 

⑨社会福祉充実残額の算出及び社会福祉充実計画の策定（残額がある場合） 

⑩外部監査活用の検討 

  ⑪各関係機関･団体との連絡調整  

（２）人事･労務・衛生管理 

①人事考課、評価制度の実施 

②労働協定届け（３６条協定、就業規則変更届け等） 

③適正な労働時間の管理 

④職員の健康管理、感染症予防の啓発と実践 

⑤職場環境の整備 

⑥男女共同参画推進企業及びイクボス宣言企業としての推進 

（３）研修事業 

①役員研修 

＊市町村役員セミナー、緑陰大学、市町村社協会長・事務局長研修他 

  ②職員研修 

＊全体研修、業務別研修、階層別研修（初任者研修、中堅職員研修、管理的職員研修） 

＊人権教育研修、交通安全研修の開催 

＊専門職員実務研修への参加 

＊県及び職能団体研修への参加 

 ③職員資格取得及び更新の促進（社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等） 

 



（４）施設･備品管理 

   ①経費節減への積極的な取り組み 

     ＊消灯等節電、節水の実施 

   ＊冷暖房の適切な温度設定 

  ②保健福祉センター「つわぶき荘」の運営 

  ③老人福祉センター東湖園の指定管理運営  

  ④建物及び設備の大規模修繕の計画化 

（５）公用車の運行管理 

（６）町との連携 

＊町・社協連絡調整会（毎月１回） 

＊町地域ケア会議の参加 

＊町ケアマネネットワーク会議の参加（毎月１回） 

（７）契約事務、会計事務、庶務全般 

（８）会費の理解・募集、寄付金の収受 

（９）調査･啓発事業 

①広報紙「ふくし湯梨浜」の発行（隔月１回・全戸配布） 

②ホームページによる情報発信、情報公表（内容の拡大） 

③小地域福祉座談会の開催 

④各種調査の実施（世帯類別調査等） 

（１０）地域福祉活動計画の評価 

第３次地域福祉活動計画の見直し・評価（第２年次） 

（１１）相談･利用者支援事業 

①苦情解決第三者委員会の開催 

②意見箱の設置（つわぶき荘・東湖園・アロハホール・しじみの郷・ながせこども園） 

③ふれあい総合相談所の受託運営 

日常生活の困りごとや心配ごとの相談に応じ、適切な助言や専門機関への紹介を行う

ことにより町民の福祉の増進を図ります。 

   ○心配ごと相談、人権相談、行政相談、法律相談（年１２回） 

   ○土地・財産相談（年４回） 

 ④日常生活自立支援事業（権利擁護事業、県社協受託事業） 

判断能力が低下した認知症高齢者、知的・精神障がい者等に対し、福祉サービスの利

用援助や日常的な金銭管理等の援助を行い、地域で安心した生活ができるよう支援しま

す。 

○相談の受付、計画作成と支援サービスの提供 

○生活支援員の登録及び研修会の実施 

○内部審査、保管物件検査の実施 

○啓発広報活動 

 



  ⑤生活困窮者自立相談支援事業（湯梨浜町受託事業） 

  『暮らしサポートセンター ゆりはま』 

   生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの自立

を支援します。 

   ○生活困窮者の相談に応じ、アセスメントを実施して個々の状況にあった支援計画を

作成し、必要なサービスにつなぐ 

   ○関係機関への同行訪問や就労支援員と連携した就労支援 

   ○関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発 

   ○支援調整会議の開催（随時） 

   ○フードサポート事業（食糧支援のしくみづくり） 

  ⑥えんくるり事業（県社協、社会福祉法人共催事業） 

    生活困難者に対する相談支援事業 

    深刻な生活課題の解決に向け、既存の制度の対象とならない事業に対応するもの。 

⑦生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業） 

    低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、失業者世帯などへの相談と資金貸付 

 （１２）小地域福祉活動 

①福祉推進員及び愛の輪協力員の設置･運営 

②緊急連絡カードの設置 

③地域福祉推進協議会の運営 

④保健福祉会の拡充 

保健福祉会の会長(区長)をリーダーとして、生活不安や複雑な課題をみんなの問題と

して捉え話し合い、解決に向け地域で具体的な行動がとれるよう支援していきます。 

また必要に応じて関係機関と連携をとり地域に根ざした保健福祉会を支援します。 

・保健福祉会全自治会の設置推進（７３自治会） 

・見守り活動（一人暮らし高齢者世帯等） 

・いきいきサロンの開催（７２自治会） 

・支え合いマップ（福祉・災害マップ）の新規・更新作成 

  助け合い・支えあい・防災を目的に、地域の情報を知り共有する手段としてマッ 

プ作りを推進します。 

 ○新規マップ作成３自治会 ○更新マップ作成２８自治会 

⑤災害時要支援者対策促進事業（３自治会予定） 

⑥災害時要支援者対策ステップアップ事業（２自治会予定） 

⑦サロン世話人交流会等地域リーダーの養成・研修会の開催（年２回） 

⑧保健福祉会会長会の開催（年１回） 

⑨小地域福祉ネットワーク会議の開催（地域ごとに各１回） 

⑩生活支援コーディネーターの配置（町生活支援体制整備事業） 

 

 



（１３）在宅福祉サービス事業  

①ボランティアによる配食・会食サービス事業（羽合・東郷：配食、泊：会食） 

 ○毎週１回、登録者６９名 

②まごころ配食（毎日型）サービス事業（町補助事業） 

食事作りが困難な高齢者、障害者世帯等に対し、必要に応じ夕食を配食します。 

○登録者：３４世帯、延べ８，２６８食 

③のりあいバス運行事業 

高齢者世帯等を対象に、買物、通院等の移送を行います。 

   毎週金曜日（町内全域）運行を実施します。 

   ○登録者：３５名 

④地域リハビリ・レク事業の実施 

ボランティアや職員（ＰＴ等）が指導者となり積極的に集落に出かけ、簡単なリハビ

リ指導やタオル体操・レクリエーションなどを実施し介護予防の効果を上げるよう努め

ます。 

⑤いこいの日事業（老人福祉センター東湖園） 

社協版介護予防事業として、生きがいづくりや閉じこもり防止のため、軽スポーツ、

レクリエーション、リハビリ体操、趣味活動などを実施します。 

○登録者：４８名、毎週木曜日 

（１４）地域支援事業及び障害者総合支援事業等の受託・補助運営 

①高齢者筋力向上トレーニング事業 

特定高齢者で運動機能の低下がある方を対象とし、週２回・週 1回・卒業者支援の

筋力トレーニングを実施し、より効果的な介護予防事業を推進します。 

○週２回登録者：８０名 

○週１回登録者：３２名 

○卒業登録者：４０名 

②産後ヘルパー派遣事業 

③障がい者相談支援事業 

  それぞれの障がいや状態に応じた計画作成を行い、サービス利用や就労等希望に添

った支援を行います。 

 ○登録予定数１８名 

④障がい者地域活動支援センター事業（みんなの家） 

    利用者が作業や野外活動、趣味活動、地域交流などの活動を通して、生きがいや楽 

しさが感じられるよう、一人ひとりの状況にあった支援を行います。 

 ○登録者数１０名、実施日数２４８日 

⑤通学支援事業（町教育委員会受託） 

 羽合地域から泊小学校への通学支援（コミューターの運行） 

 

 



（１５）ボランティアセンターの運営 

    ボランティア活動の場を地域へ広げ、町民が活動・交流する機会を提供します。 

  ①ボランティア連絡協議会の運営 

  ②ボランティアの登録・需給調整 

③ボランティア情報の提供 

④各種ボランティア研修の開催（食中毒予防研修、調理研修、災害ボランティア等） 

⑤ボランティア団体の支援 

⑥地域ボランティア(マンパワー)の発掘・育成 

（１６）地域あんしんサービス「助さん」の運営 

住民参加型福祉サービス（住民相互の助け合いによる有償サービス）「助さん」の啓 

発に努め、利用の拡大を図ります。 

 ○依頼会員：６０名、協力会員：３１名、利用回数：３０件 

（１７）福祉教育事業 

   幼・保・学校・地域等が一体となり福祉教育に取り組むことで、特に次世代を担う子

どもたちを育てる一助とします。そのために職員が学校や地域に積極的に出向き疑似体

験学習等を推進します。 

①福祉教育協力校の支援事業（町内小・中・高等学校） 

②町社会福祉大会の開催（時期：１１月２３日、会場：ハワイアロハホール予定） 

③福祉体験学習の開催 

○夏休み体験学習、ボランティアスクール（参加者：７０名） 

○高齢者・車いす疑似体験等（年間４回開催） 

④疑似体験サポーターの養成（年１回、受講者：１５名） 

⑤各種講座･研修会への派遣（緑陰大学、県民社会福祉大会等） 

（１８）住民福祉援護事業 

①高齢者体力づくり大会の協力（参加者：３００名） 

②高齢者グラウンドゴルフ大会の協力（参加者：２８０名） 

③住民援護器具の貸し出し（祭壇、イベント用具等）３２０件 

④介護用品の斡旋、貸し出し（車いす等）４０件 

⑤一人暮らし高齢者の集い 

 ○泊地域：年３回、羽合地域：年３回、東郷地域：年１回 

⑥マイクロバスの運行 

 ○運行保有台数：２台、延べ運行回数２６０件 

（１９）当事者団体の育成 

   ①高齢者クラブ連合会 

  ②身体障害者福祉協会 

  ③三幸会（障がい者団体） 

  ④民生児童委員協議会（東郷支部） 

 



【在宅福祉課】                            

（１）在宅福祉課各種会議、研修会の開催 

   情報共有や事業所の課題とその解決策を協議し、職員及びサービスの質を高めるとと

もに業務負担軽減や効率的で働きやすい職場環境づくりの検討を行います。また、研修

会や検討会を継続して開催し、法令遵守、危機管理、事故防止等に努めます。 

  ①在宅福祉課会議 

   ○開催回数：毎月２回 

  ②各事業所業務検討会 

   ○開催回数：毎月１回 

  ③各事業所内部研修会 

   ○開催回数：毎月１回（必要に応じて随時） 

④在宅福祉課全職員研修会 

⑤各事業所外部研修会 

○参加回数：年間７０回 

（２）社協らしい介護保険事業・介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業等の実施 

介護給付費抑制により、事業収益増は期待できず、事業運営はますます厳しいものとな

っていくが、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するために、自立支援・介護予防の

視点で個々のニーズに合った適切なサービス提供を行い、インフォーマルサービスを導入

する等、地域で支え合いながら在宅で安心して生活できるように支援していきます。 

さらに、平成３０年度診療報酬改定による医療と介護をシームレスにつなげていくこと

の重要性を踏まえ、特に介護支援専門員の医療との連携強化、医療専門職の質の向上を目

指します。 

また、湯梨浜町介護予防・日常生活支援総合事業や地域包括ケアシステムの整備におい

ても行政機関と連携し、保健福祉会、いきいきサロン、高ク連介護教室等への在宅福祉課

職員派遣や事業所のＰＲ、介護方法や制度の習得、認知症の理解等住民の方への啓発活動

を行います。 

 ① 居宅介護支援事業  

 ○居宅介護支援プラン件数：１５２件 

 ○介護予防プラン件数：５８件 

 ○要介護認定調査件数：７７件（年間） 

② 訪問介護（介護・総合）事業 

 ○訪問介護登録者数：２５人  

○総合事業登録者数：１３人 

○ヘルパー買物同行サービス(介護保険外)利用者数：５人 

③ 通所介護（介護・総合）事業（泊・東郷） 

 泊通所介護事業所は、地域密着型通所介護事業所として家庭的な環境の中で利用者と

なじみの関係を構築し、地域のサロン等との交流やボランティア等地域住民の協力をい

ただきながら地域とのつながりを強化します。 



東郷通所介護事業所は、介護予防の観点から理学療法士による有効なリハビリを強化

実施し、アクティビティ活動の充実を図り、ＡＤＬ・ＩＡＤＬの維持向上に努めます。    

特に理学療法士の利用者自宅訪問により、利用者の住環境や生活課題を把握した上で、

リハビリ目標を設定し実施していきます。 

（泊通所介護事業所） 

 ○通所介護登録者数：３２人 

 ○総合通所介護登録者数：８人 

（東郷通所介護事業所） 

 ○通所介護登録者数：４６人 

 ○総合通所介護登録者数：２５人 

④ 福祉用具貸与（介護予防）事業 

 ○福祉用具貸与利用件数：２７０件 

 ○介護予防福祉用具貸与利用件数：１８件 

 ○軽度者への介護用ベッドレンタル：８件 

⑤小規模多機能型居宅介護(介護予防)事業 『しじみの郷』 

 地域密着型介護サービスの一翼を担い、地域との交流や認知症の方への理解を深めら

れるよう「カフェしじみ」を継続実施していきます。 

 ○登録者数：１８人（要介護１７人、要支援１人） 

 （４）障害者総合支援事業の実施 

障がい者が住み慣れた地域で生活するために、障害者総合支援法に基づき、行政機関・

教育機関との連携を図り、生きがいや楽しさを感じられる個別性を重視した細やかなサー

ビス提供を行います。また、障がい者がスムーズに地域移行できるように医療機関との連

携を図り、的確な対応ができるよう職員の資質向上に努めます。 

① 居宅介護（重度訪問介護）事業 

○登録者：１７人 

        ② 日中一時支援事業（泊・東郷障がい者デイサービス） 

     （泊デイサービス） 

      ○登録者：１人 

     （東郷デイサービス） 

      ○登録者：８人 

 （５）利用者本位のサービス提供 

①  サービス満足度調査の継続実施とサービスの質の向上 

        ② リスクマネジメントの強化による業務改善の実施 

③ インフォーマルサービスとの連携調整 

④ ニーズに対応した新しいサービス事業の検討  

(６)人材確保と人材育成 

   ① 研修会への積極的な参加 

②  人事考課や資格取得によるキャリアパスの検討 



【ながせこども園】                          

    

《湯梨浜町教育保育理念》  

    「げんきに ゆたかに なかまとともに たくましく」 

《ながせこども園基本方針》 

 「自律のめばえを育む保育をめざす」  

  ～一人一人の発達の道筋を重視し、しなやかな心と体を育て、自立から自律へと導いていく～ 

《ながせこども園教育・保育目標》 

「のびのび やさしく たくましく げんきいっぱい アロハっ子」 

～心身ともに健やかでたくましく、豊かな感性と主体的に行動する力を育む～ 

 

（１）認定こども園 （保育所型）の施設 

   教育認定（1号） 満 3歳以上で、２号認定以外の子ども 

保育認定（2 号） 満 3 歳以上で、保護者の就労や疾病、その他の理由により保育を

必要とする子ども 

保育認定（3 号） 満 3 歳未満で、保護者の就労や疾病、その他の理由により保育を

必要とする子ども 

（２）町受託運営 

      ①ながせこども園  定員 １４０名 

②通常保育時間 

      教育認定（1 号）    教育標準時間     ８時 30 分～1５時 30 分 

      保育認定（２号・３号） 保育短時間       ８時 30 分～１６時 30 分 

                    保育標準時間     ７時 30 分～１８時 30 分 

③特別保育事業 

＊延長保育（有料） 

    保育認定（２号・３号） 保育短時間      ７時～８時３０分 

                               １６時３０分～１９時３０分 

                  保育標準時間     ７時～７時３０分 

                               １８時３０分～１９時３０分 

     ＊一時預かり事業（有料） 

          教育認定（1 号）   教育標準時間     ７時～８時３０分 

                                    １５時３０分～１９時３０分 

                       土曜日・春休み・夏休み・冬休みの（年末年始除く） 

                                     ７時～１９時３０分 

＊乳幼児保育・・・・０歳児の乳幼児（概ね生後８週目）から入園可能。 

＊障がい児保育・・・専門機関と連携をとりながら、一人一人に適した支援を行う。 

＊一時保育・・・・・未就園児の冠婚葬祭や病気、出産などで緊急に子どもを預け 

たい家庭を対象に保育を行う。 



＊子育て支援・・・・オープンデー 

未就園の親子を対象に、園を開放し遊びの場を提供する。 

また、子育ての悩みや相談に応じる。 

             離乳食試食会 

               未就園の親子を対象に、園の離乳食を試食してもらう。 

               また、食事についての相談に応じる。 

＊休日・病児・病後児保育・・・町が倉吉市の園・病院に委託。 

（３）学校評価制の導入 

   ＊自己評価を行い教育・保育を振り返る。 

評価評議員会で教育保育の評価を行い、より良い「こども園」運営を行っていく。 

   ＊小学校との接続や連携を深め、教育保育の充実を図る。 

   ＊職員の研修を深め、教育保育の質の向上を図る。 

 （４）具体的な取組 

① 園評価 

評価員・評議員合同会（年２回）・中間報告（年１回）重点目標によるクラス 

評価・園公開・保護者アンケート（各行事、年度末）アンケート回答・職員 

の自己評価（年２回） 

② 各会議と職員間の連携 

職員会（月１回）園内研修（月１回）  全職員 

お話会（保育協議）・ケース会（事例研究）（月２回）  各クラス 1名 

以上児会・未満児会（各担任）・発達支援会議 

③ 教育関係者・外部講師・指導員による研修 

 町計画訪問・中部地区要請訪問・公開保育など 

       職員園内研修・・・リズム運動・絵画・保育士スキルアップ研修 

       園児・・・リズム運動・英語・サッカー・野球・音楽 

絵本の読み聞かせ・命の話 

       外部各研修会・・幼児教育保育相互理解研修（他園一日保育体験）・ 

幼保合同研修会・県教育センター専門研修・ 

島根さくらんぼリズム実践園研修・就学前教育研修・ 

人権保育研修会・発達支援研修会・保育教諭研修会・ 

感染症食中毒防止研修会 他 

④ 町内園との連携  

 園長会・人権保育担当者会・各年齢別研究会・食育検討会・献立委員会・ 

 羽合地域年長児交流会 

⑤ 関係機関との連携 

町子育て支援課・保こ小中連絡会・町人権教育推進協議会 

障がい児や要保護児の専門機関（エール、中部療育園、倉吉東こどもの発達

デイサービスセンター、鳥取県立総合療育センター・倉吉児童相談所など） 



⑥ 家庭との連携・啓発 

 家庭訪問・連絡ノートの活用・おたより発行（園だより・クラスだより・ 

 保健だより・人権保育だより・交通安全だより など）  個人懇談・ 

保育参加日及び給食試食会・保護者学習会・クラス会・ふれあいデー 

⑦ 園児の健康・保健・安全 

 身体測定・ふれあいデー（ノーテレビ・早寝早起き朝ごはん・絵本の 

読み聞かせ など）      （月 1回） 

 各検診（内科・歯科・尿検査）         （年１～２回） 

 避難訓練（火災・地震・風水害・不審者侵入）    （月 1回） 

 交通安全教室                   （年４回） 

⑧ 地域社会との交流 

       高齢者（町内福祉施設、デイサービス利用者、地域高齢者）・更生保護女性会・ 

地域ボランティア・他園児・小学生・中学生・高校生・大学生（ボランティ

ア、学習交流を含む） 

⑨ 主な園行事 

 入園式・親子バス遠足・家族参加日・夏祭り（アロハまつり）・運動会・ 

 秋のピクニック・もちつき会・生活発表会・お楽しみ会・卒園式など 

     

   

 

 

 

 


